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１章 計画改定の概要 

 

１ 計画の目的及び性格 

地域住民・地域団体・事業者・行政等が協働して、一層、地域福祉の推進に努めるために、

情勢の変化に合わせて改定するものです※1 。 

なお、本計画は、町の「地域福祉計画」としての性格と社会福祉協議会の「地域福祉活動計

画」としての性格とを兼ね備えたものとします。前者は行政が法律に基づいて※2 、公的サービ

スや提供体制を定めることを内容とし、後者は地域住民・民間団体の自主的な活動を促進する

ことを内容とするものですが、ともに、地域福祉の推進を目的とすることでは共通し、地域住

民・地域団体・事業者・行政等の連携した活動の効果的展開が期待できることから、一体的計

画とするものです。 

 

２ 計画改定の背景 

少子高齢化・人口減少の進行や価値観の多様化、２人世帯・単身世帯の増加に伴い、伝統的

な家庭や地域の支え合い・助け合いの精神は弱まり、地域住民のお互いの社会的なつながりも

薄れ、地域社会は大きく変化しています。 

そこで、本町は、誰もが地域社会でその人らしく安心して充実した生活を送ることができ、

「みんな大好き！あったかタウン・おおい」と心の底から思うことのできるまちを作り上げる

ために、『大井町地域福祉プラン』（平成 20 年(2008 年)）、『第２次大井町地域福祉プラン』

（平成 2 5 年(2013 年)）を策定し、地域福祉施策を推進してきたところです。 

この間、平成 2 7 年(2015 年)には『大井町子ども・子育て支援事業計画』が策定され、平

成 30 年(2018 年)には、『大井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』『大井町障がい者

計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画』が策定・改定されるなど、町の地域福祉を取り巻

                                                   
1  社会福祉法第４条 

１ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サ

ービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる

分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介

護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは

悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社

会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が

確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う

関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 
 

2  社会福祉法第 107 条第１項 

市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」と

いう。)を策定するよう努めるものとする。 

１．地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 

２．地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

３．地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

４．地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

５，前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 
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く環境は大きく変貌を遂げています。さらに、『第 2 次大井町地域福祉プラン』は平成 29 年

(2017 年)度までを計画期間としており、地域福祉の重要性を考えれば、新たな地域福祉の計

画を平成 30 年(2018 年)度から進めて行くことも求められています。 

そこで、地域福祉を推進していくためには、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いな

がら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの公的サービスと協働して

助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の仕組みの構築が必要であるとの認識※1

を踏まえて、本町は現行の『第２次大井町地域福祉プラン』を改定し『第３次大井町地域福祉

プラン』として定め、平成 30 年４月から、さらなる地域福祉の充実を目指していくこととし

ました。 

 

３ 計画の位置付け 

『おおいきらめきプラン～大井町第５次総合計画～』を基本とし、『大井町高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画』『大井町子ども・子育て支援事業計画』『大井町障がい者計画・障がい

福祉計画・障がい児福祉計画』を結び合わせながら、それらの基礎となり※2 、福祉の必要な方々

と地域住民・地域団体・事業者・行政等を結び合わせて、協働して地域共生社会の実現を図る

ことにより、地域福祉を推進していくための計画です。 

また、地域福祉と関連のある『大井町生涯学習推進計画』『大井町地域防災計画』や、様々な

課題を抱える方の就労や活躍の場の確保等に関連する『大井町まち・ひと・しごと創生総合戦

略』等とも連携しています。 

なお、『神奈川県地域福祉支援計画』『神奈川県社会福祉協議会活動推進計画』との整合性も

図ります※3 。 
 

                                                   
1  「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年（2016 年）6 月閣議決定） 
 

2   社会福祉法第 107 条第１項 

１頁註参照。 
 

3   社会福祉法第 107 条第１項 

１頁註参照。 
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神奈川県地域福祉支援計画 

神奈川県社会福祉協議会活動

推進計画 

連携 

【計画の位置付け】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 第２次計画の総合評価 

第２次計画では、基本目標を達成するために、①見守り支援体制の整備、②人材の育成、③

町民の福祉意識の醸成、④関係機関との連携を重点的に取り組む課題として掲げ、推進してき

ました。 

地域を取り巻く環境は年々変化し、団体役員の担い手や後継者不足、老人クラブの解散、自

治会や子ども会への加入世帯の減少、地域のつながりの希薄化などが進んでいます。 

期間中には、現状の課題を地域で解決する動きも活発に行われ、「小地域ふくしの会」を中心

に食事会やお茶飲み会などの開催、役員を配置しないサークル活動の実施、誰もが安心して生

活できる地域を目指した新たな団体の発足など、地域の課題に即した様々な活動が展開されま

した。 

また行政や社会福祉協議会においては、新たな人材の育成として、介護予防のサポーターや

介助ボランティア、認知症サポーター、ゲートキーパー※1 、各種ボランティアの養成を行い、

地域での見守りにつながる活動の支援を実施してきました。 

しかし、取り組みには地域差や地域だけでは解決できない課題もあり、活動が個別支援にま

で至っていない現状があることも事実です。 

第３次計画においては、残された第２次計画の課題と新たに取り組むべき具体的な活動を盛

り込み、わかりやすく、実効性のある重層的な計画として展開していく必要があります。 

 

                                                   
1  ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守る）を図ることができる人のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

おおいきらめきプラン 

～大井町第５次総合計画～ 

大井町生涯学習推進計画 

大井町地域防災計画 

大井町まち・ひと・しごと

創生総合戦略 等 

●●●●● 

大井町高齢者保健福祉計画 

介護保険事業計画 

大井町子ども・子育て支援事業計画 大井町障がい者計画 

・障がい福祉計画 

・障がい児福祉計画 

整合性 

第３次大井町地域福祉プラン 
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５ 計画の改定体制 

地域福祉計画を改定する際には、住民や事業者、その他社会福祉に関する活動を行う方の意

見を反映させ、内容を公表することが要請されています※1 。これは、計画に盛り込まれる各種

サービスが住民の生活に影響を及ぼすとともに、サービスの展開に際して地域住民・地域団

体・事業者等の協力が不可欠であることから、求められるものです。 

そのため、本町では、策定にあたり、以下の措置を講じています。 
 

（１）アンケート調査の実施※2  

平成 2 9 年６月に『大井町地域福祉プランの改定に向けたアンケート』調査を実施しまし

た。 
 

【調査の概要】 
 

調査名 調査対象 調査方法 配布数 
回収数 

（回収率） 

大井町地域福祉プランの改定に向けたアンケート 大井町民 郵送配布・郵送回収 2,000  
930  

(46.5% ) 
 

（２）地域福祉活動団体調査の実施※3  

町内で活動している小地域福祉活動推進組織やボランティアグループ・当事者団体などを

対象に、活動上の問題・課題について調査を行いました。 

【調査の概要】 
 

調査名 調査対象 調査方法 配布数 
回収数 

（回収率） 

地域福祉活動団体調査 
小地域福祉活動推進組織 

ボランティアグループ等 
郵送配布・郵送回収 

小地域福祉活動推進組織 14  

ボランティアグループ等 6  

16  

(80.0% ) 
 

（３）策定委員会の設置※4  

町民や地域団体の代表のほか、学識経験者・教育関係者、住民組織代表、社会福祉事業関係

者で構成する『大井町地域福祉プラン策定委員会』を設置し、第３次大井町地域福祉計画の

策定に関し、必要な事項を審議しました。なお、策定委員会は公開としました。 
 

（４）パブリックコメント※5 の実施 

計画に町民の意見を反映させるために、平成 30 年●月●日から●日まで、町民を対象に、

パブリックコメントを募りました。 

                                                   
1  社会福祉法第 107 条条２項 

市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映

させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 
 

2  33 頁以下参照 

3  47 頁参照 

4  51 頁参照 

5  パブリックコメント 

公衆(住民等)の意見。行政機関が意思決定を下す際に、多様な意見を反映させ、決定の公正を担保するために募集す

ることが多い。 
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６ 計画期間 

本計画は平成 30 年(2018 年)度から 2023 年度までの６か年の計画です※1 。 

なお、計画を推進していく過程において、社会情勢の変化等があれば、適宜、見直すことと

します。 
 

【計画期間】 
 

年度 
30 年 

2018 年 

31 年 

2019 年 

 

2020 年 

 

2021 年 

 

2022 年 

 

2023 年 

 

20 24 年 

 

202 5 年 

 

202 6 年 

 

202 7 年 

 

202 8 年 

 

202 9 年 

計 画 第３次大井町地域福祉プラン  

見直し  見直し  

計 画  第４次大井町地域福祉プラン 

見直し   見直し 

 

                                                   
1  計画期間 

第２次計画までは５年計画で進めてきたが、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障がい者福祉計画・障がい

福祉計画・障がい児福祉計画など他計画と改定時期を合わせ、整合性を図ることを目的として、第３次計画からは期

間を６か年と変更した。 
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第２章 計画の基本的方向 

 

１ 基本理念 

本町の高齢者数は増加し続けています。今後、介護を必要とする高齢者が増加していくこと

が見込まれます。ところが、２人世帯・単独世帯の増加に伴い、家族では介護を賄いきれない

家庭も増えてきます。また、世帯当たり人数の減少に伴い、子育てに支障をきたす家庭も増え

てきています。そこで、町は、高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者といった対象者ごとに

公的サービスを提供することで様々な問題の解決を図ってきたところです。 

しかし、ひとり暮らし高齢者の増加や障がい者家族の高齢化などにより、個人や家族が抱え

る課題は複雑になり、それらの公的サービスのみでは解決できない課題が増えてきています。

また、「引きこもり・閉じこもり」などの社会的孤立をはじめとして、様々な課題も問題とな

ってきています。これらの問題を解決するためには地域社会での相互の支え合い・助け合いが

求められています。 

そこで、地域福祉を推進していくためには、地域のあらゆる住民がそれぞれの役割を持ち、

支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの公的サービス

と協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の仕組みの構築が必要となっ

てきます。 

 

 

 

 
 

 

『大井町地域福祉プラン』（平成 20 年(2008 年)）、『第２次大井町地域福祉プラン』（平成

2 5 年(2013 年)）で基本理念とされてきた「みんな大好き！あったかタウン・おおい※1 」は

そのような考え方を前提とした考え方です。『第３次大井町地域福祉プラン』もこの基本理念

を引き継ぎ、さらに町の地域福祉を深化・推進していきます。 
 

                                                   
1  「みんな大好き！あったかタウン・おおい」 

「みんな大好き！」には、「みんながこのまちを大好き」という気持ちと「このまちの人みんなを大好き」という気

持ちの両方が込められています。また、「おおい」の部分は「大井町」を表すとともに、みんなに呼びかけるときの「お

ーい」という呼び声の意味も持っています。 

ȆȚǱẎẺǔ  

ǉǪǦǒȽȤɱɵǑǑǋ 
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２ 地域共生社会の実現に向けて- 「みんな大好き！あったかタウン・おおい 」の推進 

（１）地域福祉の課題 

 これまでの対象者ごとに整備してきた、公的サービス・支援では、介護と育児に同時に直

面する世帯や障がいを持つ子と要介護の親の世帯への支援が課題となっており、精神疾患患

者・がん患者・難病患者など、地域生活を送る上で、福祉分野に加え、保健医療・就労など

の複数分野にまたがって支援を必要とする方も増えてきています。 

そこで、公的サービス・支援が個人の抱える個別課題に対応するだけでなく、個人や世帯が

抱える様々な課題に包括的に対応していくこと、地域の実情に応じて、高齢・障がいといっ

た分野をまたがって総合的に支援を提供しやすくすることが必要となってきます。公的サー

ビス・支援のあり方を「縦割り」から「丸ごと」へ転換していくことが求められています。 

 また、人々の暮らしでは社会的孤立や制度が対象としないような電球の取り換え・ゴミ出

し・買い物や通院のための移動などの身近な生活課題への支援などの問題が顕在化していま

す。軽度の認知症や精神障害が疑われ様々な問題を抱えているが公的支援制度の受給要件を

満たさない方々に対する支援も課題となってきています。これらの問題は、かつては家庭や

地域の相互の支え合いで解決してきましたが、高齢化・生涯未婚率の高まりによる高齢者の

み世帯・ひとり暮らし世帯の増加により、家庭では対応しきれなくなってきています。 

そこで、高齢者・障がい者・子どもなど、世代や背景の異なるすべての人々の生活拠点とし

ての地域の役割が重要となってきます。人口減少や高齢化率の高まりなどにより弱まってき

ている地域のつながりを再構築していくことが求められています。「支え手」「受け手」とい

う関係を超えて、お互いが配慮し存在を認め合い、時には支え合うことで、孤立することな

くその人らしい生活を送ることができ、支援の必要な人を含め誰もが役割を持ち、それぞれ

が日々の生活において安心感と生きがいを持つことができる。このような人と人とのつなが

りの再構築が求められているのです。高齢化により、多くの人々の生活の中心が職場から地

域に移行するなかで、地域で住民が支え合う取り組みの新しい担い手も生まれてきています。

「他人事」ではなく「我が事」としてつながりのある地域づくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

① 対象者ごとに整備してきた、公的福祉サービス・支援の限界 

② 福祉分野に加え保健医療・就労などの複数分野にまたがっての支援の要求 

⇩ 
公的サービス・支援の改編（縦割りから丸ごとへ） 

① 身近な生活課題への支援などの問題の顕在化 

② 公的支援制度の受給要件を満たさない方々に対する支援の必要性 

⇩ 
地域のつながりの再構築（他人事ではなく我が事へ） 
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（２）地域包括ケアシステムの深化- 地域共生社会の実現 

 以上のような課題を解決する試みは、すでに高齢者分野で取り組まれているところです。 

『大井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画』では、高齢者が可能な限り住み慣れた地

域で、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように、医療・介護・介護予

防・住まい及び自立した日常生活の支援が、包括的に確保される体制（地域包括ケアシステ

ム）の構築に努めていくとしています。 

 

【高齢者における地域包括ケアシステムイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町では、この地域包括ケアシステム構築の試みを、今後、障がい者・障がい児、子ども・

子育て分野にも広げていきます。 

 それを踏まえて、高齢者、障がい者・障がい児、子ども・子育て、各分野における地域包括

ケアシステム構築の重層的な試みを、町や社会福祉協議会が住民・ボランティアやＮＰＯ団

体・関係機関・事業者と協力・連携して結び合わせ、「地域共生社会」の実現をめざしていき

ます。 

 

 
介護が必要になったら･･･   

   介 護 

病気になったら･･･   

医 療 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

通院・入院 

住まい 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・24 時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 
・特定施設入居者生活介護 
           等 

■介護予防サービス 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通所・入所 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 
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３ 地域共生社会の実現の取り組みにおける基本姿勢 

（１）「自助」「互助」「共助」「公助」の結合による施策の展開 

誰もがその人らしく安心して充実した生活を送ることができる地域社会を作り上げるために、

「自助」「互助」「共助」「公助」を結び合わせて、町の地域福祉施策を展開していきます。 

 

 

 

Ҟ ʝ˲  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・あいさつや声かけを進んで行う 

・隣近所や自治会の付き合いを大切にする 

・趣味や体操などを行い、自らの健康づくりを 

する 

・行事等に参加し、いろいろな世代と交流する 

˛Ҟ  ᷂Ḣ  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・見守りや居場所づくり  

・お互いさまの精神を大切にし、互いに手助け 

する関係づくり  

・自治会を中心とした災害時の救助・支援活動 

・ふくしの会など既存の活動の充実 

ВҞ Ѱ↓ӓ Ҟ ֻ  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・社会保険制度、介護保険制度など保険料など 

  の負担によって、サービスを受けることがで 

きる制度の活用 

ЏҞ ̑ Џ ☻Ҋ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・公的福祉サービス 

・人材の育成、啓発活動 

・バリアフリーを基本としたハード面の整備 

・情報提供、相談支援体制の充実 

Ҟ ˛Ҟ 

ЏҞ ВҞ 

地域福祉とは、地域のみんながお互いに助け合う関係や仕組みをつくっていくことです。                                                          

「自助」「互助」「共助」「公助」それぞれの役割を発揮し、連携してお互いに支え合う地域づくりを

目指しましょう。 



 

10  

 

（２）エリアごとの展開 

「世帯」「組」「自治会」「小学校区」「町」それぞれの役割に見合った福祉活動を重層的に展

開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町エリア 

小学校区エリア 

自治会エリア 

組エリア 

世帯 

  

ה ⁸ ה    

♩כⱳ◘כꜞⱨ□Ⱶה  ⌂≥ 

─⇔ↄ┤ה ─ ⌐╟╢  

╡ ◗Ⱶ ⇔ 

  

ה  ┤ↄ⇔─  

   

ה  

 

ה  ☻ⱦכ◘

ה ▪▫♥Ⱳꜝfiה   

ה  ⌂≥ 

ה  

כⱣꜟ◦ה  

☿fi♃כ 

 ⌂≥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組エリア：身近な支えあい活動を目指す圏域 

具体的活動：見守りやゴミ出しなどの身近な隣近所ならではの活動。（個人対応か 

らチーム対応へ） 

自治会エリア：自治会やふくしの会などの活動を中心とする圏域 

具体的活動：サロン活動などの居場所作りや災害時の支援体制の整備など。ふくし 

の会・自治会・組・民生委員等の連携・協働による生活支援活動。 

小学校区エリア：複数の自治会で活動する圏域 

具体的活動：特に、相和地区など自治会の規模が小さい地区では、活動内容によっ 

て複数の自治会が協働で取り組むことが可能。 

 

町エリア：町全域を対象とする圏域 

具体的活動：身近なエリアでは対応が出来ないニーズに対して、各種相談支援機関・ 

団体・ボランティア・社協との連携により対応。 

 

世   帯：世帯を単位とする、最小の単位 

具体的活動：健康管理をはじめ、日頃からの隣近所との良好な関係づくりに努める。 

      「お互いさまの関係づくりの推進」 
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４ 基本目標（基本的な考え方） 

基本理念「みんな大好き！あったかタウン・おおい」の実現のために、本町では基本目標を、

以下のように設定します。 
 

（１）地域福祉を担う人づくり 基本目標１ 

孤立することなくその人らしい生活を送ることができる地域社会を作り上げていくために

は、お互いが配慮し存在を認め合い、支え合う土壌の存在が前提となります。 

そこで、住民が交流するきっかけ・機会を提供し、教育等を通じて福祉のこころの醸成を図

り、地域での支え合い活動を促進する等、様々な施策を講じていきます。 
 

（２）支えあいのきずなづくり 基本目標２ 

「支え手」「受け手」という関係を超えて、お互いが配慮し存在を認め合い、支え合う関係

を構築するためには、支えあい活動をする基盤が整備されることが必要です。 

そのため、住民が主体的に活動・運営できる仕組みをつくり、多様な職種や機関・地域との

連携・協力を促進するとともに、活動の場のバリアフリー化を推進します。 
 

（３）安心して暮らせるまちづくり 基本目標３ 

安心感と生きがいを持って日々の生活を送ることができるためには、それが可能となるよう

に環境を整備する必要があります。 

そのため、様々な悩みに対応できる包括的な相談支援体制の整備を図り、災害や防犯に備え

た支え合いの地域づくりを進めます。また、生活困窮世帯の早期発見と支援を促進し、福祉

サービスの利用を支援し、権利擁護の充実を図ります。 
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第３章 地域福祉の展開 

 

【施策の体系】 

基本理念・基本目標実現のために、次のような施策の体系で計画を推進していきます。 
 

み
ん
な
大
好
き
！
あ
っ
た
か
タ
ウ
ン
・
お
お
い 

（１）さりげない助け合い活動や行事参加の促進 

 町･･･①あいさつ運動の推進 ②自治会への支援 

 社協…ボランティアの日の実施 

 

（２）福祉の心をはぐくむ福祉教育の充実 

町･･･①福祉教育・福祉学習の推進 ②交流教育への支援 ③地域での教育・学習活動の充 

 社協…①“福祉の心”づくり（社会福祉啓発活動）の推進 ②ふれあい教育普及校事業 ③サマ

ーチャレンジセミナーの開催 ④ボランティアフェスティバルの開催 ⑤「社協おおい」の

制作、発行、配布 ⑥社協ホームページ・ブログの運営  

（3 ）地域福祉活動の推進 

町･･･①地域の支え合い活動の推進 

 社協…①ボランティアセンター事業 ②地域福祉コーディネーターの養成 

 

１ 地域福祉を担

う人づくり 

（４）心と体の健康づくりの推進 

町･･･①生涯学習、趣味活動の充実 ②健康づくり・介護予防運動の推進 ③シルバー人材セン

ターへの支援 

社協…住民活動の推進・支援（当事者支援） 

（１）住民が主体的に活動・運営できるしくみづくり 

町･･･①活動情報の提供 ②活動拠点確保への支援 ③人材バンクの活用 

 社協…①小地域福祉活動の推進 

 

（２）多様な職種や機関・地域との協力・連携の促進 

町･･･①地域の見守り活動のネットワーク化 ②支援センター間のネットワーク化の推進 ③町

内介護保険事業所の連携強化 

 社協…①課題別会議の開催 ②町民交流事業 

 

 （３）バリアフリーを基本としたまちづくり 

町･･･①公園等の整備 ②公共施設、道路等の整備の推進 ③安心して通行できる道路環境の推進 

④商店街等における高齢者・障害のある人への配慮の促進 ⑤安心・快適に暮らせる住まい

の確保 

 社協…移送サービスの拡充 

 

（２）災害や防犯に備えた支えあいの地域づくり 

町･･･①要支援者の把握と緊急時支援体制の構築の推進 ②防犯活動等の推進 

社協…避難行動要支援者制度との連携 

 

（３）生活困窮世帯の早期発見と支援の促進 

町･･･①生活困窮世帯の早期発見と支援の促進 

社協…相談支援事業のネットワーク 

(1) 良質で適切な福祉サービスの提供 

町･･･①きめ細かな相談の充実 ②相談窓口の充実とネットワーク化の推進 ③相談員等の資質

向上のための支援 ④苦情相談窓口の充実 

 社協…相談機能の強化 

 

３  安心して暮ら

せるまちづくり 

２  支えあいのき

ずなづくり 

（４）福祉サービス利用支援・権利擁護の充実 

町･･･①成年後見制度利用の支援・促進 ②福祉サービスの提供・充実 ③サービス情報提供の

推進 ④わかりやすい情報提供の推進 ⑤巡回福祉バスの運行 ⑥ファミリー・サポートセ

ンター事業の推進 ⑦子育て支援センターの充実 

 社協…①出張相談会の開催 ②移送サービスの拡充【※ 再掲】 ③日常生活支援サービスの実

施（旧あいあいサービス） ④日常生活支援サービスの実施（旧あいあいサービス） ⑤レ

スパイトサービスの実施 

 

基本 

理念 
基本目標 取り組みの方向性 
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１ 地域福祉を担う人づくり（基本目標１） 

 

 

 

 

 

（１）さりげない助け合い活動や行事参加の促進 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

あいさつ運動の促進 

＊生涯学習課 

各園・各校との連携を中心と

し、年間２回（７月・１１月）

に推進週間を設けて「あいさ

つ・＋ONE （プラスワン）運

動」として取り組む。各推進

週間の中日を早朝街頭運動の

日とし、町職員や各行政委員

等の協力を得て、あいさつの

推進を図る。 

あいさつ運動を積極的に展

開したことで町民に定着して

きた。今後も日ごろからのあ

いさつ励行を推進する。 

あいさつ運動を積極的に展

開したことで当運動が町民に

定着してきた。今後も年間２

回（７月・１１月）の早朝街

頭運動を実施することで、運

動推進週間だけではなく、日

ごろからのあいさつ励行を推

進する。 

自治会への支援 

＊町民課 

自治会活動の拠点となる集

会施設の整備や建て替えを行

い、自治会が中心となって福

祉活動ができるよう支援す

る。 

希望のあった自治会館の建

て替えは完了。 

今後要望のある自治会には、

補助金の相談等に応じ、支援

していく。 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

ボランティアの日の実

施 
毎月23 日はボランティアの

日を提唱し、ボランティア意

識の醸成、活動の増進を図る。 

ボランティアの日の実施 毎月23 日はボランティアの

日を提唱し、ボランティア意

識の醸成、活動の増進を図る。 

 

（２）福祉の心をはぐくむ福祉教育の充実 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

福祉教育・福祉学習の

推進 

＊教育総務課 

福祉活動に積極的に取り組

む児童・生徒の育成をめざし、

児童会や生徒会活動、授業な

どを通して「共に生き、支え

あう社会づくり」について考

えるとともに、募金活動など

にも取り組んでいく。 

車椅子体験学習や盲導犬に

よる福祉体験活動について

は、総合的の学習の時間で位

置づけて実施している学校が

増えている。 

社会福祉協議会との連携で

行った車椅子体験学習や盲導

犬による福祉講座などは、児

童・生徒の福祉に対する意識

向上に繋がったため、今後も

関係団体との連携を深めて取

り組んでいく。 

交流教育への支援 

＊教育総務課 

通常学級の仲間と相互理解

を深め、共に学び、共に育つ

温かい人間関係づくりをめざ

し、交流活動に取組んでいく。 

障がいのある子どもと障が

いのない子どもが共に学ぶ機

会を多くし、すべての子ども

の能力を発達させることに継

続して努めていきたい。 

児童・生徒一人ひとりの障が

いの程度や状況、発達段階、

特性に応じた個別計画に基づ

き、学校における支援体制づ

くりを確立していく。 

【一人ひとりができること】 

○ 運動や趣味活動を行い、心身ともに健康に過ごしましょう 

○ 積極的なあいさつや声かけを心がけましょう 

○ 自治会へ加入し、地域の催しなどに誘い合って参加しましょう 
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地域での教育・学習活

動の充実 

＊生涯学習課 

町全体を自然博物館ととら

えた「おおい自然園事業」で

は、豊かな自然を分かりやす

く広報等で紹介するととも

に、展示会を開催する。また、

豊かな自然に親しみ、守り、

次世代に伝えるため、自然観

察会やサポーター養成講座等

を開催する。 

豊かな町の自然を知り、親し

み、次世代に伝えるため、お

おい自然園事業を積極的に展

開する。 

町の豊かな自然について、子

どもから高齢者まですべての

世代に興味を持っていただく

ため、広報や展示会、観察会

等を積極的に実施する。 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

“福祉の心”づくり（社

会福祉啓発活動）の推

進 

小・中学校の夏休みを活用し

て、福祉作文を募集する。 

多くの児童・生徒に福祉作文

を通じ、親子で「福祉」への

関心を持ってもらうことをね

らいとして実施する。 

福祉作文は夏休み期間に募

集しており毎年、作文に４５

０名前後の応募がある。ここ

数年は減少の傾向であるが、

小・中学生の夏休みの課題と

して定着している。 

小学生の作文は、敬老のつど

い、中学生の作文は福祉みん

なのつどいが発表の機会とな

っているので、今後も継続し

ていく。 

福祉作文優秀作品の表彰に

ついても、次年度から実施す

る方向で検討する。 

ふれあい教育普及校事

業 

町内の各学校で総合学習や

授業の中で福祉学習を推進し

てもらうため、助成金の交付

や取組みに役立つ内容に関す

る情報等を提供する。 

３小学校で盲導犬講座を開

催している。また、学校から

の要請に応じて、車いす体験

等への講師や機材の貸出、ボ

ランティアの派遣調整等を行

っている。 

各学校の福祉教育担当職員

との連携を深めて、積極的に

学校へ投げ掛けていけるよう

にしたい。 

サマーチャレンジセミ

ナーの開催 

夏休み期間を使って、小・中

学生を対象に開催する。高齢

者・障がい者・ボランティア

など、各種のテーマ毎の講話

と体験を通じた内容で構成す

る。 

手話・点字・ベルマーク・ペ

ットボトルキャップ・傾聴・

認知症・車いすバスケットボ

ールなどをテーマに開催。 

中学生は保育園での保育体

験学習も開催する。 

時代に即したテーマの設定

をしつつも、小・中学生が参

加してみたいと思えるような

設定をする。また、指導には、

できるだけ町内で福祉活動等

を実践されている方々にお願

いする。 

ボランティアフェステ

ィバルの開催 

福祉みんなのつどいと同時

開催によるボランティア活動

等を体験できる催し。 

２０団体の参加を得て、ボラ

ンティア活動等の PR や体験

コーナーを設置し、ボランテ

ィアの普及啓発を行ってい

る。 

参加団体のさらなる増を目

ざしボランティア活動の普及

啓発を進めていく。 

「社協おおい」の制作、

発行、配布 

情報発信手段として、「社協

おおい」を隔月に発行し全戸

に配布する。掲載内容は、社

協の各種事業周知をはじめ、

住民に身近な情報を集めて周

知する。 

隔月に発行し全戸に配布。ま

た、行政機関や医療機関など

にも配布し、待合室などに設

置している。 

掲載コーナーなどを再検討

し、タイムリーな話題を掲載

する。 

社協ホームページ・ブ

ログの運営 

情報発信手段として、社協ホ

ームページ・ブログの充実を

図る。 

更新作業を事務局で行える

体制を整備し、随時内容の更

新を行う。 

平成２９年１２月にブログ

を立ち上げ、リアルタイムな

情報発信を始めた。 

ホームページは、定期的な更

新を行う。ブログは若年から

中高年者層をターゲットに

し、リアルタイムな情報の発

信による福祉への理解促進を

図る。 
 

 

 



 

15  

 

（３）地域福祉活動の推進 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

地域の支え合い活動の

推進 

＊介護福祉課 

高齢者の生活支援等サービ

ス提供体制の構築に向けたコ

ーディネート機能を果たす生

活支援コーディネーターの配

置と、地域の支え合い活動の

情報共有や連携等を図る場と

して平成 29 年に協議体を設

置。 

社会福祉協議会へ委託して

いる生活支援コーディネータ

ーの機能を強化し、協議体と

連携して、地域の支え合い活

動を推進する必要がある。 

 

生活支援コーディネーター

を中心に、協議体において大

井町に必要な生活支援活動を

検討し、高齢者が住み慣れた

地域で自分らしい生活を送る

ことができるよう、支援して

いく。 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

ボランティアセンター

事業 

①ボランティアの相談・登

録・調整。 

②新たな人材の発掘・リーダ

ー的人材の育成。 

③新たな活動メニューを開発

し、中高年の参加を促す。 

④ボランティアグループへの

活動助成 

ボランティアの登録相談は

減少しているが、傾聴ボラン

ティアは増加している。 

登録ボランティアの高齢化

が進んでいることから、後継

者となる人材の発掘・育成を

目的とする各種の養成講座や

新たな企画等の検討が必要。 

テーマ別のボランティア養

成講座等を継続するととも

に、日常生活支援活動に取り

組む人材の発掘・育成を図る。 

  

地域福祉コーディネー

ターの養成 

 

福祉コミュニティーづくり

を目的に、人材の発掘を行い、

地域資源を活用しながら、各

小地域福祉活動推進組織等で

福祉活動をコーディネートで

きる人材を養成する。 

地域福祉コーディネーター

の設置に向けた検討を社協正

副会長や介護福祉課と協議を

進めた。その中では介護保険

改正で検討中の「生活支援コ

ーディネーター」と役割が類

似することが課題となった。

生活支援コーディネーターの

具体的な中身が決まっていな

いため、今後の継続的な課題

となっている。 

生活支援コーディネーター

の設置に向けて準備を進める

協議の場に参画し、地域福祉

コーディネーターと生活支援

コーディネーターとの役割の

整理を進めていきたい。 

職員体制の確保が必要。 
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（４）心と体の健康づくりの推進 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

生涯学習、趣味活動の

充実 

＊生涯学習課課 

中央公民館を平成24 年４月

から幅広い用途で利用できる

生涯学習センターに施設を変

更し、そうわ会館、総合体育

館で各種講座や教室を開催

し、世代間交流や趣味づくり、

体験の場を設けている。 

年度ごとに事業内容を見直

し、講座や教室を開催してい

るが、事業によっては参加申

込が少ない事業がある。周知

方法等を工夫していく必要が

ある。また団塊世代が参加し

やすい事業を企画していく必

要もある。 

生涯学習推進計画に基づき、

事業の見直しを図るととも

に、より町民ニーズを踏まえ

られるよう町民主体の組織

「きらめき未来塾」を中心に

事業の企画・運営をしていく。

また、町文化団体連絡協議会

や各種団体へ引き続き支援

し、学習意欲の向上と充実を

図っていく。 

健康づくり・介護予防

運動の推進 

＊介護福祉課 子育て 

健康課 

○地域支援事業、介護予防日

常生活支援総合事業を推進

し、高齢者の生きがいづくり

と介護が必要になる状態と

悪化の予防に努めます。認知

症総合事業を推進し、認知症

になっても住み慣れた場所

で自分らしく生活が継続で

きるように支援している。 

○地域で食生活の改善を推進

するための食育ボランティ

ア・食生活改善推進員の養成

及び食生活改善推進団体へ

の支援 

○未病センター「いきいき・

おおい・健康ステーション」

の活用。                                 

○介護予防日常生活支援総合

事業においては、元気な高齢

者を対象とした一般介護予

防事業の参加（特に男性）が

少ない。介護予防、日常生活

支援サービス事業について

は、必要な方が必要な時にサ

ービス利用できるよう今後

も周知が必要 

○高齢化に伴い、認知症の方

が増加しているため、認知症

御本人とご家族の声を聞き

ながら、情報収集と分析を行

い、すでに設置されている認

知症地域支援推進員、認知症

初期集中支援チームとも協

力しながら、当事者視点で必

要な事業・サービスの整備を

進めていく。 

○食生活改善推進員養成講座

への参加者が少なく、推進員

の人数が減少している。 

○未病センターの周知を行

う。 

○一般介護予防事業において

は、新規参加者・男性参加者

を増加させる方策の検討を

行う。必要な方に情報が届く

ように、一般介護予防事業・

介護予防・生活支援サービス

事業・認知症総合事業の周知

について、広報・ホームペー

ジ・行政機関以外での方法を

検討し、訪問時にも積極的に

周知を行い、参加者の増加に

努める。 

○食生活改善推進員養成講座

への参加の呼びかけを行っ

ていく。 

○町民一人ひとりの健康寿命

の延伸のため、未病センター

を活用し、未病を改善する。 

シルバー人材センター

への支援 

＊介護福祉課 

シルバー人材センターにお

ける職種や作業内容の多様化

を図るため、補助金給付等の

支援を実施 

事業運営の支援を実施して

いる。 

高齢者が習得している知識

や技術を活かし、安定して働

くことのできる場を支援す

る。 
 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

住民活動の推進・支援

（当事者支援） 
これまで、小地域福祉活動や

テーマ型ボランティア活動へ

は情報提供や助成金の交付な

ど、様々な支援を行ってきて

いますが、支援の対象を拡大

し住民活動の支援を行ってい

きます。 

地域で新たに始まった活動

（学習支援・ラジオ体操等）

を支える体制が整っていませ

ん。そうした活動を支えるこ

とを目的に、これまでのボラ

ンティア活動や小地域福祉活

動の助成の仕組みを見直す必

要があります。 

地域で開催している、サロン

活動などで、健康増進を目的

とする内容のメニューも増や

していく。 

新宿で始まったラジオ体操

のような誰もが参加できる健

康づくり活動（介護予防）に

ついては、目的・内容により

普及・支援していく。 
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２ 支えあいのきずなづくり 

（居場所づくり、日常生活支援活動の推進）（基本目標２） 

 

 

 

 

 

（１）住民が主体的に活動・運営できるしくみづくり 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

活動情報の提供 

＊介護福祉課 

ボランティア活動等に関す

る情報提供など。 

社会福祉協議会と連携して

実施。                       

相談等あれば情報提供等を

行い、社会福祉協議会と連携

して支援する。             

活動拠点確保への支援 

＊介護福祉課 
保健福祉センター活用支援。    ボランティア団体の活動の

場として、保健福祉センター

を提供している。 

引き続き、保健福祉センター

の活用を支援する。 

人材バンクの活用 

＊生涯学習課 

毎年発行している「生涯学習

情報誌」に、町内で活動する

サークルや団体の一覧を掲載

し、町民や学校等から要望が

あれば情報を提供できる状況

をつくる。              

町民一般からの問合せは、年

間４０～５０件程度あり、一

定の活用ができている。 

指導的立場として、地域の人

材を活用できるよう「学びお

おいサポーター登録制度」を

より充実させていく。また、

登録者の活用につなげるた

め、町民主体の組織（「きらめ

き未来塾」）が中心に事業の企

画・運営ができるよう支援す

る。 
 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

小地域福祉活動の推進 自治会を単位に推進組織を

設置し、地域のつながり作り

を目的とした世代間交流事業

や見守り活動、援助活動など

の事業を展開する。また、地

域間の情報交換の場として連

絡会を開催するとともに研修

なども行う。 

推進組織への情報提供や相

談援助目的に担当職員を配置

する。 

推進組織へ活動状況に応じ

た助成をする。 

町内の１４自治会に推進組

織の指定をしている。 

地域の活動内容は、地域で把

握されているニーズや人材・

資源などの地域特性により異

なるが、子育て支援事業や高

齢者の居場所作りを目的とす

るサロンなど幅広い活動を推

進している。 

一方で、個別支援ニーズを感

じつつも支援の実践へ結びつ

けるまでに至らないなどの課

題も抱えている。 

より身近な地域における、支

えあい活動を推進するため、

ニーズ対応チーム（仮称）の

設置を進める。 

小地域福祉活動推進組織助

成金交付要綱の見直しなど、

推進組織の活動を支援するた

めの体制の見直し・整備を図

る。 

 

地域診断協働事業フォ

ローアップ 

平成28 年度に実施した地域

診断協働事業の成果の普及・

啓発や把握した課題の解決へ

向けた検討などを、コアメン

バーを中心に行う。 

支えあいのまちづくり推進

委員会（仮称）の設置へ向け

た協議。 

委員会での具体的な取り組

みを探るため、複数の先進地

区の活動視察。 

◎先進地事例に学び、今後の

活動を協議・検討する。 

◎安心して身近な地域で暮ら

していくことを支える活動

等の開発。 

 

【一人ひとりができること】 

○ 見守りや声かけ、ゴミ出しなど、自分にできるちょっとした手伝いを積極的に行いましょう 

○ 地域に知り合いや友人を増やしましょう 

○ お互い様の気持ちで、支え上手・支えられ上手な町をつくりましょう 
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（２）多様な職種や機関・地域との協力・連携の促進 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

地域の見守り活動のネ

ットワーク化 

＊介護福祉課 

地域の見守り活動を民生委

員・小地域福祉の会・町民な

どが連携して推進し、地域に

おけるネットワークづくりを

行う。 

高齢化や隣近所の希薄化な

どが影響し、民生委員などの

活動だけでは見守りは困難と

なっている。 

介護保険法に基づく協議体

を中心に、地域の支え合いや

見守り等について、生活支援

コーディネータや地域活動関

係者とともに検討していく。。 

支援センター間のネッ

トワーク化の推進 

＊介護福祉課 

対象世帯が複合的な課題を

有している場合は、関係する

支援センター間で情報共有や

役割分担を行う。 

センター間の定期的な連絡

会議等は実施していない。 

対象者の必要性に応じて実

施する。 

町内介護保険事業所の

連携強化 

＊介護福祉課 

町職員の資質向上のため、関

係機関の実施する各種研修に

参加する。介護保険事業所等

を対象に研修や事例検討会な

どを実施。 

日常業務の中で課題となる

題材をテーマに、研修等を実

施。福祉従事者間の情報交換

や事例検討の場を設けてい

る。 

研修や事例検討などを通し

て、様々な事柄に対応できる

技術を身につける。  地域け

あねっとわーく会議を開催

し、事例検討を通して、地域

課題への対応を検討する。 
 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

課題別会議の開催 福祉教育や自治会未加入世

帯の増加、ゴミ問題など、多

様化・複雑化する課題に対応

するため、関係機関や関係者

の協議・検討の場を設置する。 

多様化する生活・福祉課題に

ついて、関係機関での現状の

共有が図られていないことか

ら、具体的な協議・検討が進

んでいない。 

現状の課題について、共通認

識を図るとともに、解決へ向

けた協議の場を設置するよう

に、関係機関との協議を行う。 

 

町民交流事業 4 月第 4 日曜日に開催して

いる「ふれあい広場」の事務

局として開催を支援する。 

各種団体の参加により実行

委員会を組織して開催してい

る。参加団体の減少と実行委

員の高齢化が課題となってい

る。 

町民のであい・ふれあいの場

として今後も実行委員会が主

体的に開催できるよう支援し

ていく。 
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（３）バリアフリーを基本としたまちづくり 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

公園等の整備 

＊生活環境課 

子どもや子育て世代をはじ

めとして、様々な人が集い、

交流できるよう、新たな公園

の整備や、地域要望を反映し

た既存公園の再整備を進めま

す。 

子どもや子育て世代をはじ

めとして、様々な人が集い、

交流できるよう、新たな公園

の整備や、地域要望を反映し

た既存公園の再整備を進めま

す。 

住民ニーズを把握し、新たに

設置する公園へ反映させるこ

とで、幅広い世代に利用して

もらえるようにする。また、

再整備する公園の選定や、既

存の公園の管理を行うこと

で、安全で利用しやすい公園

づくりを実施する。 

公共施設、道路等の整

備の推進 

＊都市整備課 

バリアフリー法など、関連法

や条例に基づき、公共施設や

道路などのバリアフリー化や

ユニバーサルデザイン化を推

進し、全ての人々が安心して

生活できる環境を構築する。 

道路等の整備や改善を行っ

ているものの、施設が多く財

源確保が困難なことから、計

画的に進められていない。 

事業所や町民に情報提供を

行うとともに、継続的に事業

を推進する。 

安心して通行できる道

路環境の推進 

＊都市整備課 

道路上にある違法な占用物

件を除却し、誰もが安心して

通行できる道路環境を構築す

る。 

段差解消ブロックや道路に

はみ出した庭木があり、安全

な通行の支障となっている。 

定期パトロールや広報など

による周知を継続的に行い、

新たな不法占用を抑止すると

ともに、違法物件については

撤去等の指導を行う。 

商店街等における高齢

者・障害のある人への

配慮の促進 

＊地域振興課 

各商店に対するバリアフリ

ー対応への啓発活動の実施 

店舗内のバリアフリー化に

対する補助制度の検討 

・バリアフリーへの対応は各

店舗の判断により実施され

ることになる。 

・補助制度を検討するための

基礎資料を収集する必要が

ある。 

・効果的な啓発活動の検討 

・補助制度を検討するための

基礎資料の収集  

・店舗のバリアフリーの現状

及びバリアフリーの必要性

の有無について把握する必

要がある。 

安心・快適に暮らせる

住まいの確保 

＊介護福祉課 

介護保険制度や障がい福祉

サービスにより、該当者には             

介護保険制度では、専門家に

よる住宅改修等のアドバイス

を実施している。 

住 宅 改 修 の 補 助 を 実 施 。                       

月１回理学療法士が訪問し、

住宅改修等のアドバイスを実

施。（介護保険） 

安心・安全に生活できるよ

う、専門家を活用し、適切な

住宅改修等の支援を行う。 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

移送サービスの拡充 要介護高齢者や身体障がい

者など、移動に課題のある

方々を対象に、通院等の支援

を“福祉有償運送”として実

施する。 

指定の講座を受講された、運

転ボランティアにり、福祉車

両を使い病院等への送迎を行

う。 

１か月に、３０件前後の利用

がある。 

平成 29 年度に“在宅福祉サ

ービス検討会”で事業の在り

方を検討し、要綱を見直した。 

対象者の捉え方を拡大する

とともに、買い物などへの対

応もできるよう体制の整備も

行なう。 
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３ 安心して暮らせるまちづくり（基本目標３） 

 

 

 

 

 

（１）包括的な相談支援体制の充実 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

きめ細かな相談の充実 

＊町民課 様々な相談ごとの総合窓口

として「総合相談」を毎月原

則 17 日に実施している。行

政相談委員、人権擁護委員、

民生委員児童委員が毎回２人

ずつ交代で相談員となり、問

題解決の手伝いをしている。 

定例日以外の随時来庁・電話

による相談も少なくない。これ

には職員が対応しているが、事

例によっては他の専門機関を

案内することもある。                

各課、職員間で情報共有を図

り、相談や苦情への対応に努

める。 

＊子育て健康課 <子ども> 

○赤ちゃん訪問（全戸訪問）、

養育支援訪問での育児相談 

○赤ちゃん健康相談１回/ 月

（育児・栄養相談） 

○親子相談１回/ 月（育児・発

達相談） 

○各乳幼児健（検）診時に育

児・栄養・心理相談を実施。 

○その他、常時保健師・栄養

士が電話・窓口にて相談業

務を実施 

<大人> 

○マタニティスクール・妊娠

の届出時に相談を実施・ 

○一般健康相談１回/ 月（生

活・栄養の相談） 

○特定保健指導、かながわ方

式保健指導促進事業、生活

習慣病予防セミナー等にて

心身・栄養の相談を実施。 

○その他、常時保健師・栄養

士が電話・窓口にて相談業

務を実施。 

<要保護児童> 

○必要なケースに、保健師・

児童相談員・社会福祉士が

電話・面接・訪問にて訪問

業務を実施。 

<子ども> 

積極的に相談を利用する方が

多い。スタッフ側から相談を

勧めることもあり、それによ

り利用する人もいるが、中に

は、育児や食事のことで悩ん

でいるが、相談を拒否する人

もいる。 

 

<大人> 

相談の日程を平日に設定して

いるため、相談を利用する方

が少ない。 

相談日以外も常時保健師が心

身の健康相談を実施している

ことを住民に知ってもらう必

要がある。                    

常勤栄養士の雇用により、栄

養相談も随時行っていること

を知ってもらう必要あり。 

 

<要保護児童> 

早期からの対象者の把握とハ

イリスク者への支援が必要。

適切な進行管理と、リスクア

セスメントの実施。 

<子ども> 

相談しやすい環境づくりに

努める。また、スタッフのス

キルの向上を図っていく。 

 

<大人> 

相談しやすい日程を設けて

いく。また、常時、心身の健

康について保健師が対応し

ていることを地住民の方に

伝えていく必要がある。 

スタッフのスキルの向上を

図っていく。常勤栄養士の雇

用により栄養相談も随時行

っていることを知ってもら

う必要あり。 

 

<要保護児童> 

関係機関との連携の強化。 

  

【一人ひとりができること】 

○ 地域の気づきを民生委員児童委員や関係機関へ相談しましょう 

○ 隣近所で日頃から話し合える関係をつくり、災害時に助け合いましょう 

○ 相談窓口を活用して、地域や関係機関が協力して支援できる体制をつくりましょう 
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事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

＊介護福祉課 高齢者、障がい児者などの

相談に随時対応している。高

齢者は直営の地域包括支援セ

ンターにおいて、ワンストッ

プで相談を受け止める体制を

とっている。内容によっては

専門職間・関係機関と連携し

支援を実施している。また、

認知症の方を介護している家

族が情報交換などを行う場と

して認知症家族の会を設定し

ている。 

 

専門的な知識や技術を要する

場合もあり、職員の技量や関係

機関との連携が不可欠。                                  

職員間で情報共有を図り、担

当者不在でも、対応ができる

よう努める。                                  

相談窓口の充実とネッ

トワーク化の推進 

＊介護福祉課 

専門分野ごとに相談窓口を

設置。 

定期的に関係機関とのネッ

トワーク会議を開催（地域包

括） 

年々多様な課題が増えている

ため、専門職のスキルアップが

必要。 

研修等により新たな知識の

習得や、援助技術のスキルア

ップに努める。また、関係機

関の情報共有や連携を図り、

適切な支援に繋げられる様努

める。 

相談員等の資質向上の

ための支援 

＊介護福祉課 

民生委員児童委員、介護相

談員等、相談に必要な知識や

技術習得のための研修等を実

施する。 

日常の活動で課題となるテー

マに沿った研修や情報共有の

場を設けている。年々地域の課

題は変化していくので、対応で

きる知識や技術を身に着ける

必要がある。 

現状の課題に即した研修や

実践に役立つ内容を検討する

必要がある。また適切に助言

ができる事務局の体制が必

要。 

苦情相談窓口の充実 

＊介護福祉課 

福祉サービスに関する苦情

に適切に対応していくため、

地域包括支援センターをはじ

めとする各相談窓口体制の充

実を図る。 

苦情内容の精査をし、適切な

支援を行う。 

迅速に苦情の解決ができる

よう、内容の見極めを行い、

関係機関との連携を図る。 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

相談機能の強化 窓口での相談に限らず、出張

相談や個別訪問相談など、対

象者のニーズに合わせて福祉

総合相談を行う。 

窓口相談を常時対応してい

る。 

対応する職員の知識やスキ

ルによって、対応の方法に一

貫性が保たれていない面もあ

り、ワンストップ対応に向け

た課題がある。 

より総合的な相談に対応で

きるよう職員の資質向上・関

係機関との連携を強化する。 

また、既存の職員・窓口での

相談のみならず、身近な地域

や地域住民による相談との連

携も図る。 
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（２）災害や防犯に備えた支えあいの地域づくり 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

要支援者の把握と緊急

時支援体制の構築の推

進 

＊介護福祉課 

自分ひとりで移動や情報入

手が困難な方が地域で支援を

受けられるよう、避難行動要

支援者制度に登録してもら

う。 

地域支援者が未登録の対象

者がおり、支援者を選定する

ことが困難。災害時だけでな

く日頃からの地域ネットワー

クづくりをどう進めていくか

課題がある。 

制度の該当と思われる対象

者へ制度周知を行い、登録勧

奨を進める。地域の支え合い

の必要性を周知していく。      

防犯活動等の推進 

＊防災安全室 

登下校時の見守りや犯罪の

未然防止のため、「にこにこパ

トロール隊」等の防犯ボラン

ティアの活動を支援する。 

防犯ボランティア団体及び

地域住民の意見を反映し、適

切な支援を行う。 

防犯ボランティア団体への

継続した支援の実施。 

 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

避難行動要支援者制度

との連携 

既存の在宅福祉サービスや

ケアセンター利用者の、避難

行動要支援者制度への登録状

況を確認するとともに、未登

録者へは登録促進を図る。 

既存サービスの利用者等が、

避難行動要支援者制度への登

録状況が把握できていない。

災害時の事業所としての対応

が不明瞭である。 

避難行動要支援者制度への

登録促進を図るとともに、ふ

くしの会活動との連携も視野

に入れる。 

ＢＣＰの策定なども視野に

入れて検討する。 
 

 

（３）生活困窮世帯の早期発見と支援の促進 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

生活困窮世帯の早期発

見と支援の促進 

＊介護福祉課 

生活困窮者自立支援法の施

行に伴い、住民に最も身近な

一時的窓口として早期発見や

相談支援に努め、関係機関と

の連携を行う。 

生活困窮世帯の早期発見に

向けて、民生委員児童委員等

へ制度等を継続的に周知する

とともに、関係機関等と連携

して、適切なタイミングで支

援を行う。 

生活困窮者等専門相談機関

と連携を図るとともに、地域

の支援者や町民への周知を図

る。 

 

② 社会福祉協議会が行うこと 
 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

相談支援事業のネット

ワーク 

生活福祉資金貸付事業や日常

生活自立支援事業などの相談

者の中で、生活困窮に陥って

いる、また陥る可能性の高い

世帯などの状況を早期に把握

する。 

生活福祉資金・日常生活自立

支援事業等の相談時、生活状

況を確認する際に生活困窮世

帯の把握につながることがあ

る。状況により、ライフサポ

ート等へつないでいる。 

既存の貸し付け相談や住民参

加型活動で把握したニーズ

を、早期に関係機関や地域へ

つなぎ、連携して対応する。 
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（４）福祉サービス利用支援・権利擁護の充実 

① 町が行うこと 
 

事業名 ＊担当課 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

成年後見制度利用の支

援・促進 

＊介護福祉課 

成年後見生後の利用を促進

するため、講演会を開催し、

制度の周知を図る。               

町民、関係機関を対象に、成

年後見制度の講演会等を実

施。 

町民の参加者は少なく、周知

方法に課題あり。                                                               

定期的に講演会等を開催し、

町民や民生委員、介護保険事

業所等へ制度周知を図る。 

福祉サービスの提供・

充実 

＊介護福祉課 

配食サービス、あしがら迷い

老人 SOS ネットワーク事業、

高齢転入者の訪問、緊急通報

装置の貸与など。 

現状に即した内容に見直し

ながら実施している。 

法定制度の狭間となるサー

ビスを提供し、自立した生活

が送れるよう支援をする。サ

ービス内容も必要に応じて見

直していく。 

サービス情報提供の推

進 

＊介護福祉課 

広報やホームページ、パンフ

レット等を通して、制度やサ

ービスを周知する。 

法改正や料金改定、新規事業

等については、広報やパンフ

レットにて周知する。 

変更等があった時点で、町民

にわかりやすく周知する。 

わかりやすい情報提供

の推進 

＊介護福祉課 

広報やホームページ、事業を

通して、情報の周知を行う。 

関係機関、町民など対象者に

合わせたわかりやすい周知の

工夫が必要。 

目的により、パンフレットや

回覧など周知媒体を工夫する

必要あり。 

 

巡回福祉バスの運行 

＊介護福祉課 

交通手段のない高齢者など

に公共施設や医療機関等を巡

回するバスを運行し、移動や

外出の支援を行う。 

20 人乗りバスで、全町内（役

場・そうわ会館・保健福祉セ

ンター、病院など）を運行。 

運行日は月・火・金曜日の週

3 日。 

町事業（はつらつ倶楽部、お

ーい！元気会）の送迎の空き

時間を有効活用するためにと

スタートした巡回福祉バスと

しての運行にも限界がある。 

公共交通としての視点も考

慮しつつ、高齢者や障がい者

に限らず、住民のための総合

的なバスとして、利便性の高

いコミュニティバスへの移行

など、新たな運営方法を全庁

的に検討する。 

ファミリー・サポート

センター事業の推進 

＊子育て健康課 

お子さんを預けたい方（依頼

会員）と預かってくれる方（支

援会員）が会員組織を構成し、

センターの仲介のもと、会員

相互の育児活動を行う。 

町広報やチラシによるサー

ビスの周知、会員同士の相互

支援活動の調整を実施。また、

支援会員募集の際には研修会

を開催し、適切な支援活動が

できるよう養成している。

H28 年度実績は、依頼会員

110 人、支援会員 30 人、両

方会員 8 人、活動件数 415

件。 

町広報のほか、保育園や幼稚

園、学校及び学童保育施設等

でも周知をし、対象年齢が拡

大されたことも含め、広くア

ピールしていく。また、さら

に支援会員を確保し、いつで

も頼れる保育サービスとし、

地域に浸透させていく。 

子育て支援センターの

充実 

＊子育て健康課 

「子育てひろば」の運営や、

子育て家庭等の育児不安や悩

みについての相談、地域の保

育資源の情報提供など。 

季節に合わせた親子参加型

のイベントを年８回開催して

いる。子育てひろばでは、様々

な母親の育児相談に対応し、

悩みの軽減に努めている。

H28 年度子育てひろば利用者

数は、5,436 人（延べ人数） 

アドバイザーの基本姿勢と

して、母親に寄り添う支援を

心がけているが、年々多様化

している育児相談に対応する

ため、アドバイザーの研修を

充実させていく。 
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② 社会福祉協議会が行うこと 
 

 

事業名 事業内容（目標） 現状と課題 今後の方針 

日常生活自立支援事業 判断能力が不十分な方々を

対象に、福祉サービスを利用

するための支援や生活費等の

払戻しなど金銭管理サービス

を行う。 

年々相談件数は増加してお

り、現在の契約件数は９件。 

今後も専門員や生活支援員

の役割を常に確認しながら、

継続して事業に取組んでい

く。生活支援員の増員・育成

を図る。 

移送サービスの拡充 

※ 再掲 

要介護高齢者や身体障がい

者など、移動に課題のある

方々を対象に、通院等の支援

を“福祉有償運送”として実

施する。 

指定の講座を受講された、運

転ボランティアにり、福祉車

両を使い病院等への送迎を行

う。 

１か月に、３０件前後の利用

がある。 

平成 29 年度に“在宅福祉サ

ービス検討会”で事業の在り

方を検討し、要綱を見直した。 

対象者の捉え方を拡大する

とともに、買い物などへの対

応もできるよう体制の整備も

行なう。 

日常生活支援サービス

の実施（旧あいあいサ

ービス） 

電球交換や家具の移動など、

日常生活で起こるチョットし

た困り事に加え、日常的に必

要なゴミ出しや買い物に困っ

ている方を支援する活動を隣

近所など住民の参加を得なが

ら行う。 

これまでは、あいあいサービ

スとしてチョットした困り事

の解決手段として実施してき

た。高齢化・核家族化が進み、

日々の暮らしにくさへの対応

が求められており、事業の目

的や仕組みの見直しが必要。 

事業名称の変更により、ニー

ズを抱えている人やその支援

者などへの理解を促進すると

ともに、他事業との連携を図

りながら、担い手を確保して

サービスの支援体制を整え

る。 

会食会の実施 ひとり暮らし高齢者等の社

会参加・仲間づくりをを目的

に、生涯学習センターで月に

１回昼の会食会を開催する。 

（原則、第１木曜日） 

町内全域で毎回４０名程度

の方が参加をされている。自

治会等での小さなエリアでも

会食会など開催されている

が、町域での開催を希望され

る声も多い。 

送迎が必要な方も増えてい

ることや利用者負担金の在り

方などの整理が必要。 

 

レスパイトサービスの

実施 

知的障がい児者のいられる

世帯を対象に、長期休みの間

（月・水・金）でデイサービ

ス形式で開催し、保護者等の

休息・中休みを目的に実施。 

夏休みのプールへの期待は

非常に大きい。保護者の休息

や中休みへの期待よりも、利

用者である知的障がい児者の

社会参加・経験への期待が大

きく、事業の目的や形態の在

り方を検討し改善する必要が

ある。 

利用世帯のニーズに合わせ

て、これまでの開催方法を見

直し、サロン型の開催方法を

検討する。 
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第４章 計画の推進 

 

町民・町・社会福祉協議会などが各々の役割を担いながら本計画に沿って推進していく地域

の実効性を確保するために、以下により、計画の進行管理を行います。 

 

１ 町の行う進行管理 
 

①担当課による自己

評価 

本計画の各施策・事業について、各担当課が自己評価を行いながら、計画

に基づく実施に努めます。 

②町民への公表 

『大井町第５次総合計画 おおいきらめきプラン』の進行管理の機会にあ

わせて、本計画についても、進捗状況の取りまとめと町民への公表・報告

を行います。 

③福祉関係諸計画の

進行管理機関との

連携 

進捗状況に関し、福祉の各個別計画それぞれの進行管理機関（「進行管理

委員会」など）との連携に努めてその評価や意見を取り入れ、計画のいっ

そうの推進を図ります。 

 

２ 社会福祉協議会の行う進行管理 
 

①住民参加による 

計画の進行管理 

住民・関係機関・団体の参画により、計画の進行管理委員会を設置し、計

画の進捗状況等を確認するとともに、評価・見直しを行ない計画の推進を

図ります。 

②住民の主体的な計

画の推進に向けた

取り組みへの支援 

地域福祉プランにそった住民活動の評価と進行管理委員による計画の啓

発活動など、住民の主体的な計画の推進に向けた取り組みを支援していき

ます。 

 

３ 町と社会福祉協議会の行う進行管理 
 

①町と町社会福祉協

議会の連携 

本計画の内容の進捗状況等を議題とする検討・意見交換の会議を、必要に

応じて随時開催し、緊密に連携していきます。 
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参考資料 

 

１ 各種統計 
 

（１）人口構造－人口減少と少子高齢化の進行 

① 総人口の推移 

本町の総人口は、平成 30 年(2018 年)までは減少しつつも 17,000 人台で推移しますが、

平成 31 年(2019 年)以降は 1,600 人台となり、徐々に減少していくと推測されます。 

年齢３区分別人口でみると、０～14 歳の年少人口、15 ～64 歳の生産年齢人口は減少し

てきており、この傾向は今後も続くものと推測されます。また、65 歳以上の高齢者人口は

平成 35 年(2023 年)までは増加し続けますが、その後は減少に転じていくと推測されます。 

これを構成比でみると、年少人口割合は一貫して減少してきており、今後もその傾向は続

くものと推測されます。生産年齢人口割合も減少してきており、平成 33 年（2021 年）

まではその傾向は続きますが、その後は増加に転じると推測されます。高齢者人口割合は一

貫して増加してきており、今後もその傾向は続くものと推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 企画財政課（各年１月１日現在） 

※ 平成 30 年度以降は推計値 
 

 

 

  

平成25年
（2013年）

平成26年
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平成27年
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平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
(2018年)

平成31年
(2019年)（2020年）（2021年）（2022年） (2023年)(2024年)(2025年)
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② 外国人登録者数の推移 

本町の外国人登録者数は、平成 25 年(2013 年)から若干増加してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 統計要覧（各年３月 31 日現在） 

                   

（２）世帯構造－２人世帯・単独世帯の増加 

①１世帯当たり人数の推移 

本町の１世帯当たり人数をみると、減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 
 

※ 統計要覧（各年 10 月１日現在）  
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② 世帯構成の推移 

本町の世帯構成をみると、２人世帯・単独世帯の増加が顕著で、その他の世帯は減少傾向

にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 国勢調査（各年 10 月１日現在） 

 

（３）子どもを取り巻く状況－出生数の停滞と特殊合計出生率の下降 

① 出生数の推移 

本町の出生数をみると、過去 10 年間では、平成 22 年(2010 年)までは 170 人前後で

推移していましたが、その後急速に落ち込み、平成 25 年(2013 年)以降は 100 人前後と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

※ 神奈川県衛生統計年報 
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② 特殊合計出生率1の推移 

本町の特殊合計出生率をみると、平成 23 年(2010 年)までは 1.30 以上で推移し、県・

国よりも高い数値を示していましたが、平成 24 年（2012 年）以降は下落し、県・国の

数値よりも低くなっています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ 町・県：神奈川県衛生統計年報、国：厚生労働省 人口動態統計 

 

（４）高齢者を取り巻く状況－高齢化率の上昇・要介護認定者数の増加と老人クラブ活動の低迷 

① 高齢化率の推移 

本町の高齢化率をみると、年々上昇を続け、平成 24 年(201 2 年)には 20 ％を超え、平

成 29 年(201 7 年)には 27.0 ％に達しています。県と比較すると、平成 23 年(201 1 年)

までは高齢化率は低くなっていましたが、平成 24 年(201 2 年)以降は高くなっています。

なお、国よりも高齢化率は一貫して低くなっていますが、差は年々縮まってきています。 

 

 

 

 

 

 
※ 神奈川県年齢別人口統計調査（各年１月１日現在）            

 

  

                                                   
1  1 人の女性が生涯に産むことが見込まれる子供の数。 
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② 要介護認定者数の推移 

本町の要介護認定者数は増加傾向にあり、平成 24 年(2012 年)には 400 人、平成 2 4

年(201 2 年)には 500 人を超え、平成 27 年(2015 年)からは 600 人前後となっていま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 統計要覧（各年３月 31 日現在） 

 

③ 老人クラブ会員数の推移 

老人クラブ会員数は減少傾向にあり、平成 2 3 年（201 1 年）まで 700 人台を保ってい

ましたが、その後、急激に減少し、平成 28 年（2016 年）は 400 人余りとなっています。 

 

 
 

 

 
 

 

※ 統計要覧（各年３月 31 日現在） 
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（５）障がい児者を取り巻く状況－知的障がい児者・精神障がい児者数の増加 

① 身体障害者手帳所持者・知的障がい児者等・精神障害者手帳所持者・精神通院医療受給者

数の推移 

身体障害者手帳所持者は 500 人前後で推移しています。 

知的障がい児者等・精神障害者手帳所持者・精神通院医療受給者は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 統計要覧（各年３月 31 日現在） 

 

（６）生活困難者を取り巻く状況－生活困難世帯の増加 

①生活保護世帯数・保護率の推移 

生活保護世帯数・保護率とも、平成 19 年(2007 年)以降増加し続け、過去 10 年間で２

倍弱の増加という結果になっています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 統計要覧 
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（７）民生委員児童委員を取り巻く状況－定員の未充足 

①民生委員児童委員数の推移 

民生委員児童委員の定数は平成 22 年(2010 年)までは 36 、平成 23 年(2011 年)以降

は 38 となっています。平成 26 年(2014 年)までは定数を充たしていましたが、平成 2 8

年(201 7 年)には欠員が３人出ています。 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 統計要覧 

 

（８）自主団体を取り巻く状況－自治会加入率の低下 

① 自治会加入世帯数の推移 

自治会数は 19 団体となっていますが、加入世帯数・世帯加入率ともに減少してきていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 住民基本台帳上の世帯数は、１戸に複数の世帯が登録されている場合があり、また、施設（特別養護老人ホーム、老人

保健施設、介護療養型医療施設など）の入居者も１世帯としてカウントされているため、自治会加入率は、実際はこの表

の加入率よりも高い数値であると考えられます。 

 

① ボランティア数の推移 

ボランティア数は、この間、200 人弱で推移しています。この５年間の間にボランティ

ア個人登録数がグループ会員数を上まわる傾向が定着してきています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 社会福祉協議会 
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２ アンケート調査※1  

 

 

 

（１）住まいの地域 

① 自分のまちへの愛着度 

「少し愛着がある」が 43.1 ％で最も

多く、「たいへん愛着を感じている」が

36.2 ％、「愛着はあまり感じていない」

が 14.7 ％、「ほとんど愛着を感じない」

が 5.0 ％で続きます。 
 

 

 

② 自分のまちが高齢者・障がい児者にとって地域が住みやすいか 

「まあ住みやすい」が 43.0 ％で最も

多く、「少し住みにくい」が 36.5 ％、

「たいへん住みにくい」が 10.3 ％、「住

みやすい」が 7.9 ％で続きます。 

12 年度と比べて、「たいへん住みに

くい」「少し住みにくい」が増えていま

す。 
 

 

（２）近隣とのつきあい 

① 近所づきあいの満足度 

「まあ満足している」と「満足して

いる」とを合わせると８割になり、

「あまり満足していない」「満足して

いない」を合わせた２割弱を上回っ

ています。 
 

 

 

  

                                                   
1  大井町地域福祉プランの改定に向けたアンケート調査 
 

24.1

53.0

15.7

4.5 2.7

24.8

56.4

12.6
4.6

1.6

0

10

20

30

40

50

60

ᶥ

12₴(n=783) 17₴ n=928
(%)

8.0

32.1

48.1

7.3 4.5

10.3

36.5 43.0

7.9

2.3

0

10

20

30

40

50

60

た
い
へ
ん
住
み
に
く

い

少
し
住
み
に
く
い

ま
あ
住
み
や
す
い

住
み
や
す
い

無
回
答

12 年(n=783) 17 年（n=928 ）
(%)

35.4

42.5

15.1

4.2 2.8

36.2

43.1

14.7

5.0
1.1

0

10

20

30

40

50

た
い
へ
ん
愛
着
を
感

じ
て
い
る

少
し
愛
着
が
あ
る

愛
着
は
あ
ま
り
感
じ

て
い
な
い

ほ
と
ん
ど
愛
着
を
感

じ
な
い

無
回
答

12 年(n=783) 17 年（n=928 ）
(%)



 

34  

 

② 近所づきあいの程度 

「会えば親しく話をする人がいる」が

43.9 ％で最も多く、「あいさつ程度が

ほとんど」が 39.7 ％、「互いに家を行

き来する仲の良い人がいる」が 10.0 ％、

「近所づきあいはほとんどしていない」

が 5.3 ％で続きます。 

12 年度と比べて、「近所づきあいは

ほとんどしていない」「あいさつ程度が

ほとんど」が増え、「会えば親しく話を

する人がいる」「互いに家を行き来する仲の良い人がいる」が減っています。 
 

③ 手助けの意欲 

「手助けをしたい」での回答の第１位は、「災害や病気の時などの手助けをする」の 48.8 ％

で、それに、「話し相手や相談ごとにのる」の 44.7 ％、「簡単な用事を代わりにする」の

41.7 ％が続いています。 

逆に、「手助けをしたくない」での第１位は、「食事や掃除、洗濯などの家事を手伝う」の

39.1 ％で、それに、「子どもを預かったり外で遊ぶ時に見守りなどをする」の 31.8 ％、「家

の修繕や家具の移動、庭の草刈りなどを手伝う」の 26.7 ％が続いています。 
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④ 手助けの要否 

「手助けを受けたい」での回答の第１位は、「災害や病気の時などの手助けをする」の

44.2 ％で、それに、「簡単な用事を代わりにする」の 30.7 ％、「話し相手や相談ごとにの

る」の 29.7 ％が続いています。 

逆に、「手助けを受けたくない」の第１位は「食事や掃除、洗濯などの家事を手伝う」の

29.7 ％で、それに、「子どもを預かったり外で遊ぶ時に見守りなどをする」の 23.6 ％、「近

くの外出につきそう」の 18.0 ％が続いています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 地域の子どもとの交流 
 

「時々している」が 31.7 ％で

最も多く、「そのような機会がな

い」が 22.6 ％、「あまりしていな

い」が 21.1 ％、「まったくしてい

ない」が 11.3 ％で続きます。 

12 年度と比べると、「よくして

いる」「時々している」が減り、

「あまりしていない」「まったくしていない」「そのような機会がない」が増えています 
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（３）地域活動・ボランティア活動 

A 地域活動 

① 地域の行事・活動への参加状況 

「参加したことがある」での回答の第１位は「清掃・美化や環境保全のための活動」の

71.8 ％で、それに、「祭り、盆踊りなど」の 63.4 ％、「防犯活動や防災訓練」の 60.6 ％が

続いています。 

逆に、「知っているが、参加したことはない」での回答の第１位は「高齢者のための福祉

活動」の 51.1 ％で、それに、「老人クラブの活動」の 49.8 ％、「乳幼児など子育て支援の

ための活動」の 44.9 ％が続いています。 

また、「知らない」の第１位は「障がい児者のための福祉活動」の 40.0 ％で、それに、「ふ

くしの会（小地域福祉活動）」の 36.6 ％、「乳幼児など子育て支援のための活動」33.1 ％

が続いています。 
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② 地域の行事・活動への参加意向 

「参加したい」での回答の第 1 位は「清掃・美化や環境保全のための活動」の 53.2 ％で、

それに、「防犯活動や防災訓練」の 50.9 ％、「祭り、盆踊りなど」の 41.7 ％が続いていま

す。 

逆に、「参加したいとは思わない」での回答の第 1 位は「乳幼児など子育て支援のための

活動」の 58.4 ％で、それに、「高齢者のための福祉活動（元気会支援等）」の 55.8 ％、「障

がい児者のための福祉活動」の 55.7 ％が続いています。 

「参加したいとは思わない」が「参加したい」を上回っているのが大半ですが、「清掃・

美化や環境保全のための活動」「防犯活動や防災訓練」「祭り、盆踊りなど」は「参加したい」

が「参加したいとは思わない」を上回っていました。 

なお、「参加したい」の構成比が「参加したことがある」を上回っているのは、「乳幼児な

ど子育て支援のための活動」「老人クラブの活動」「高齢者のための福祉活動（元気会支援等）」

「障がい児者のための福祉活動」「ふくしの会（小地域福祉活動）」でした。 
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③ 地域の行事・活動の活性化要因 

 「あいさつができる程度の顔見知りの人を増やす」が 50.5 ％で最も多く、「住民同士が

困ったときに、今以上に助けあう関係をつくる」が 45.7 ％、「新たに引っ越してきた人と

のつながりを強める」が 19.8 ％、「交流の機会となる地域の行事をもっと増やす」が 19.6 ％

で続きます。 

12 年度と比べて、「住民同士が困ったときに、今以上に助けあう関係をつくる」が減り、

「あいさつができる程度の顔見知りの人を増やす」が増えています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 障がい児者への配慮 

① 心がけていること 

「電車やバスなどで高齢者や障がい児者、妊産婦などに席をゆずること」が 72.4 ％で最

も多く、「障がいのある人のための指定位置に駐車しないこと」が 61.7 ％、「まちで困って

いる人をみかけたら、声をかけたり手助けをすること」が 52.5 ％、「路上駐車や歩道への

はみ出し駐車をしないこと」が 40.5 ％で続きます 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.9
46.9

19.8
15.2

11.7
8.7

19.2

5.7

14.2

45.7

50.5

19.8
15.9

12.3 11.5

19.6

6.3
11.9

0

10

20

30

40

50

60

住
民
同
士
が
困
っ
た
と
き

に
、
今
以
上
に
助
け
あ
う

関
係
を
つ
く
る

あ
い
さ
つ
が
で
き
る
程
度

の
顔
見
知
り
の
人
を
増
や

す

新
た
に
引
っ
越
し
て
き
た

人
と
の
つ
な
が
り
を
強
め

る

自
治
会
や
子
ど
も
会
、
老

人
ク
ラ
ブ
な
ど
の
活
動
を

も
っ
と
活
発
に
し
て
い
く

学
校
や
幼
稚
園
、
保
育
所

と
住
民
の
交
流
や
つ
な
が

り
を
深
め
る

地
元
の
商
業
者
な
ど
、
事

業
者
と
住
民
の
つ
な
が
り

を
も
っ
と
深
め
る

交
流
の
機
会
と
な
る
地
域

の
行
事
を
も
っ
と
増
や
す

そ
の
他

無
回
答

12 年(n=783) 17 年（n=928 ）
(%)

70.2

52.5

32.3

43.3

59.8

11.4
3.1

8.0
2.7

6.3 4.5

72.4

52.5

28.6

40.5

61.7

13.4

2.6
10.1

1.6
6.3 4.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

電
車
や
バ
ス
な
ど
で
高
齢

者
や
障
が
い
児
者
、
妊
産
婦

な
ど
に
席
を
ゆ
ず
る
こ
と

ま
ち
で
困
っ
て
い
る
人
を

み
か
け
た
ら
、
声
を
か
け
た

り
手
助
け
を
す
る
こ
と

歩
道
に
自
転
車
を
と
め
た

り
立
ち
話
を
し
な
い
こ
と

路
上
駐
車
や
歩
道
へ
の
は

み
出
し
駐
車
を
し
な
い
こ

と

障
が
い
の
あ
る
人
の
た
め

の
指
定
位
置
に
駐
車
し
な

い
こ
と

障
が
い
者
作
業
所
な
ど
の

製
品
な
ど
を
で
き
る
だ
け

買
う
こ
と

点
字
や
手
話
、
音
訳
・
朗
読

な
ど
を
学
ん
だ
り
、
活
動
す

る
こ
と

介
護
や
介
助
な
ど
の
方
法

な
ど
を
学
ん
だ
り
、
活
動
す

る
こ
と

そ
の
他

特
に
何
も
し
て
い
な
い

無
回
答

12 年(n=783) 17 年（n=928 ）(%)



 

39  

 

C ボランティア活動 

① 参加状況 

「参加したことはない」が 43.6 ％で最も多く、「参加したことはあるが、現在は参加して

いない」が 31.8 ％、「参加している」が 20.8 ％で続きます。 

12 年度と比べると、「参加している」「参加したことはあるが、現在は参加していない」

の割合が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 参加している活動 

「地域清掃、美化作業に関する活動」が 71.0 ％で最も多く、「エコキャップ・古切手・ベ

ルマーク収集」が 53.9 ％、「福祉や介護に関する活動」「文化・スポーツに関する活動」が

16.6 ％で続きます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

18.4
24.6

51.9

5.1

20.8

31.8

43.6

3.8

0

10

20

30

40

50

60

参
加
し
て
い
る

参
加
し
た
こ
と
は

あ
る
が
、
現
在
は

参
加
し
て
い
な
い

参
加
し
た
こ
と
は

な
い

無
回
答

12 年(n=783) 17 年（n=928 ）
(%)

4.2 5.6

13.9
13.9

0.0
1.4

68.8

23.6 17.4

4.2

13.9

4.2

11.9
6.2

11.4

16.6

1.0
4.1

1.6

71.0

53.9

16.6 16.6

5.7
9.3

0.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な

ど
の
援
助

障
が
い
児
者
の
援
助

子
育
て
の
支
援
や
子
ど
も
の

世
話

福
祉
や
介
護
に
関
す
る
活
動

生
活
困
窮
者
の
支
援

国
際
理
解
･
国
際
交
流
関
連

や
外
国
人
の
支
援

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

地
域
清
掃
、
美
化
作
業
に
関

す
る
活
動

エ
コ
キ
ャ
ッ
プ
・
古
切
手
・

ベ
ル
マ
ー
ク
収
集

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る

活
動

防
犯
活
動
や
青
少
年
の
健
全

育
成
活
動

被
災
地
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
関
す
る
活
動

そ
の
他

無
回
答
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③ 参加意向 

「参加したくない」が 49.5 ％、「参加したい」が 44.3 ％となっています。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

④ 参加したい活動の内容 

ボランティア活動に「参加したいと」答えた方では、「地域清掃、美化作業に関する活動」

が 55.5 ％で最も多く、「エコキャップ・古切手・ベルマーク収集」が 46.0 ％、「文化・ス

ポーツに関する活動」が 24.6 ％、「ひとり暮らしの高齢者などの援助」が 24.3 ％で続きま

す。 

「エコキャップ・古切手・ベルマーク収集」「傾聴ボランティア」は新たな設問項目です。

12 年度と比べて、「地域清掃、美化作業に関する活動」「福祉や介護に関する活動」「ひと

り暮らしの高齢者などの援助」などが増え、「文化・スポーツに関する活動」「子育ての支援

や子どもの世話」などが減っています。 
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⑤ 参加するための条件 

ボランティア活動に「参加したいと」答えた方では、「好きなときに活動できること」が

52.1 ％で最も多く、「活動場所が近所であること」が 39.4 ％、「活動時間がそれほど長く

ないこと」が 38.2 ％、「お金がかからないこと」が 19.2 ％で続きます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 参加したくない理由 

ボランティア活動に「参加したくないと」答えた方では、「時間がとれないから」が 45.8 ％

で最も多く、「健康や体力に自信がないから」が 34.4 ％、「人間関係がたいへんそうだから」

が 20.0 ％、「活動自体に関心がないから」が 17.2 ％で続きます。 

12 年度と比較すると、「活動自体に関心がない」が増えているほか、大半が減っています。 
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D 災害時要援護者支援制度 

① 認知状況 

「知らない」が 72.3 ％、「知っている」が

21.6 ％となっています。 

12 年度と比べて、認知度が下がっていま

す。 
 

 

 
 

 

 

② 利用意向 

「利用したい」が 46.2 ％、「利用したくな

い」が 39.2 ％となっています。 

12 年度と比べて、利用意向は増加してい

ます。 
 

 

 
 

 

 

 

 

③ 協力意向 

「できない」が 49.9 ％、「できる」が

38.5 ％となっています。 

12 年度と比べて、協力意向は減少してい

ます。 
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（４）健康・生活・福祉の課題 

① 健康や生活の不安点 

「自分の健康のこと」が 63.4 ％で最も多く、「家族の健康のこと」が 53.9 ％、「地震や風

水害など災害のこと」が 37.9 ％、「老後の暮らしに関すること(年金など)」が 37.5 ％で続

きます。 

12 年度と比べて、「自分の健康のこと」「家族の介護や介助のこと」「自分が介護や介助を

受けること」などが増え、「家族の健康のこと」「地震や風水害など災害のこと」「老後の暮

らしに関すること（年金など）」が減っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 健康･福祉の悩み･不安の相談相手 

「家族・親族」が 69.4 ％で最も多く、「友人・知人」が 34.4 ％、「医師や看護師」が 32.8 ％、

「近所の人」が 6.9 ％で続きます。 

12 年度と比べて、「医師や看護師」などが減り、「友人・知人」などが増えています。 
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③ 健康・福祉の情報入手源 

「テレビ・ラジオ、新聞、書籍、雑誌」が 41.8 ％で最も多く、「行政の広報紙など」が

41.2 ％、「家族や友人・知人からの口コミ」が 37.7 ％、「社会福祉協議会の広報紙など」

が 16.8 ％で続きます。 

12 年度と比べて、「行政の広報紙など」「テレビ・ラジオ、新聞、書籍、雑誌」などが減

っています。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）福祉サービス享受・人権･権利擁護 
 

① 高齢者・障がい児者・子ども・子育てをしている人のサービス享受・人権･権利擁護のた

めに必要なこと 

「気軽に何でも相談できる仕組みを作る」が 65.5 ％で最も多く、「いろいろな相談先の情

報提供」が 47.2 ％、「利用者がサービスを選ぶ時の相談・支援をする人・施設を整える」

が 44.6 ％、「サービス提供事業者やサービス内容の評価、またそれらを公表する」が 22.7 ％

で続きます。 

12 年度と比べて、「いろいろな相談先の情報提供」などが増え、「身近な地域の問題発見

と相談体制を整える」などが減っています。 
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（６）地域での協力・連携 

① 望ましい協力・連携形態 

「計画・仕組みづくりから事業の実施・運営にいたるまで、住民と行政、関係する事業者

が対等な立場で参加、協力しながら行う」が 55.4 ％で最も多く、「住民が中心となって取

り組むが、計画や仕組みづくりは行政や関係する事業者が行う」が 14.8 ％、「住民が中心

となって取り組み、行政は情報提供や事業者との調整などの支援にとどめる」が 9.1 ％、「行

政や関係する事業者が行う」が 5.9 ％で続きます。 

12 年度と比べて、「計画・仕組みづくりから事業の実施・運営まで、住民と行政、関係す

る事業者が対等な立場で参加、協力しながら行う」が増えています。 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

② 助け合い・支え合いのために必要なこと 

「誰もが暮らしやすい生活環境づくり」が 51.4 ％で最も多く、「困ったときの相談先や福

祉サービス等の情報を伝える」が 49.8 ％、「地域住民の活発なふれあいや助け合い活動を

進める」が 28.0 ％、「学校や社会教育の場での福祉教育を進める」が 17.3 ％で続きます。 
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② 民生委員児童委員協議会の具体的活動内容認知状況 

「高齢者や障がい児者等への訪問・見守り」が 42.2 ％で最も多く、「日常生活の悩みや心

配ごとの相談」が 39.7 ％、「高齢者などの実態調査」が 29.1 ％、「福祉に関する情報の提

供」が 24.0 ％で続きます。 

12 年度と比べて、「日常生活の悩みや心配ごとの相談」「高齢者等の実態調査」などが増

え、「高齢者や障がい児者等への訪問・見守り」「福祉に関する情報の提供」「児童・高齢者

虐待の早期発見」などが減っています。 

12 年度と比べて、「高齢者や障がい児者等への訪問・見守り」などが減っています。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

③ 社会福祉協議会の認知状況 

「名前は聞いたことがあるが、どんなことをやっているのか知らない」が 44.3 ％で最も

多く、「よく知っているが、活動に参加したり、事業を利用したことはない」が 25.1 ％、「名

称を聞いたことがない」が 12.8 ％、「活動に参加したり、事業を利用したことがあり、よ

く知っている」が 12.3 ％で続きます。 
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３ 地域福祉活動団体調査 

 

（１）活動上の問題点・課題 

◎ 会員の減少・高齢化に加え、役員交代困難な組織が増加し、組織運営に課題を抱えている。 

◎ 交流事業等を開催しても参加する人が固定化され、交流を通じた関係性の拡大が進みにく

い。 

◎ ニーズに合わせた発想の転換と活動の充実。 

（２）大井町の地域福祉について活動を通じて思うこと・考えること 

◎ 関係機関間での役割が明確になっていない。あわせて連携も不十分。 

◎ 地域福祉の目標・活動方針は分かるが、具体的なものとして見えにくい。 

◎ 各地域の実情にあった情報提供・指導をお願いしたい。 

（３）大井町の地域福祉を推進するために、貴団体が関われること・出来ること 

◎ 自治会や民生委員活動への支援・連携。 

◎ 自治会活動の活性化（会員意識の向上、新たな仕組みづくり）。 

◎ 平時の見守り活動と災害時の安否確認と救助活動。 

（４）今後の活動方針 

◎ 住民ニーズに合った多様なサービス（見守り安否確認、買い物支援等）。 

◎ 大井町に住む喜びや幸せ感・安心感が共有できる福祉活動を展開する。 

◎ 地域社会や現在の活動の状況把握により、既存活動の見直し・活性化。 
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４ 大井町地域福祉プラン策定委員会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、大井町地域福祉プラン策定委員会（以下「委員会」という。）の設置、

運営に関し、必要な事項を定める。 

 （設置） 

第２条 社会福祉法第１０７条の規定に基づく地域福祉計画及びその活動指標となる地域

福祉活動計画を策定するために必要な事項の審議を行うため、委員会を置く。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）地域福祉プランの策定に関すること。 

（２）地域福祉プランを策定するための調査及び研究に関すること。 

（３）その他地域福祉プランを策定するために必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第４条 委員会は、委員９人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）教育関係者 

（３）住民組織の代表 

（４）社会福祉事業関係者者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、１年とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第６条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。 

３ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 （会議） 

第７条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、介護福祉課及び社会福祉協議会において処理する。 

 （委任） 
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第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を

得て、会長が定める。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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５ 大井町地域福祉プラン策定委員会 委員名簿 

 
    （敬省略） 

№ 委嘱区分 所属役職等 委員名 備 考 

1   学識経験者 神奈川県社会福祉協議会  松永 文和  

2   教育関係者 社会教育委員  藤澤 文彦 会 長 

3   住民組織の代表 社協協働事業コアメンバー  鈴木 比呂美  

4  〃 えんぴつクラブ  松本 かよ  

5  〃 小地域福祉活動推進組織連絡会  安池 範明  

6  〃 小地域福祉活動推進組織連絡会  手戸 雄吾  

7   社会福祉事業関係者 民生委員児童委員協議会  寺下 かつ子 副会長 

8  〃 子育て支援センター  橋本 淑子  

9  〃 
大井町商工会 

（社会福祉協議会理事６月～） 
 中村 義夫  
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６ 大井町地域福祉プラン策定委員会 審議経過 

策定委員会 

区分 日時・場所 議 題 

第 1 回 平成 29 年５月 23 日（火） 

午後１時 30 分～３時 

保健福祉センター２階 

第１ボランティア室 

（１）地域福祉プラン等の概要について 

（２）地域福祉プラン策定スケジュールについて 

（３）アンケート調査票について 

（４）その他 

第２回 平成 29 年９月 22 日（金） 

13 時 30 分～1 5 時 

保健福祉センター２階 

第１・２会議室 

（１）アンケート調査結果について 

（２）第３次大井町地域福祉プラン骨子案について 

（３）その他 

第３回 平成 30 年１月 22 日（月） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

保健福祉センター２階 

第１・２会議室 

（１）大磯町地域福祉プラン素案について 

（２）実践に向けた取組について 

（３）その他 

第４回   

 

部会 

区分 日時・場所 議 題 

第 1 回 平成 29 年 10 月 19 日（木） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

保健福祉センター２階 

第１ボランティア室 

（１） 基本目標、重点課題を実現させるための 

具体的活動について 

（２）その他 

第２回 平成 29 年 11 月 15 日（水） 

９時 30 分～11 時 30 分 

保健福祉センター２階 

第２ボランティア室 

（１）地域福祉推進のイメージについて 

（２）第３次大井町地域福祉プランの方向について 

（３）その他 

 

 

 


